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総合対策有識者検討会⑧
後発品企業の課題

衣笠病院グループ
相談役 武藤正樹
よこすか地域包括推進センター長



社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】
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パート１
総合対策有識者検討会と

安定供給

2023年2月15日



総合対策有識者検討会

•医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策
に関する有識者検討会
• 流通、薬価制度に加え、「産業構造の検証など幅広い議論を行う
必要がある」として、検討事項に以下を追記

• 「医療用医薬品の流通・薬価に関する現状の課題」

• 「現状の課題を踏まえた医療用医薬品の目指すべき流通や薬価
制度のあり方」

• 「産業構造の検証」

•検討会の日程
• 前半は流通・薬価制度の課題問題点の洗い出しと整理

• 後半は改善策の検討

• 2022年度中に取りまとめを行う。



回数 開催日 議題等 議事録／
議事要旨

資料等 開催案内

－ 2023年2月15日
（令和5年2月15日）

1.１．医薬品の安定供給について
2.２．その他

－ •資料等
NEW 2月
14日

•開催案内
NEW 2月
13日

－ 2023年1月13日
（令和5年1月13日）

1.１．ベンチャー支援等に関する有識者、関係企業等から
のヒアリング
2.２．その他

－ •資料等 •開催案内

－ 2022年12月9日
（令和4年12月9日）

1.１．革新的医薬品の迅速な導入について
2.２．その他

•議事録
NEW 1月10
日

•資料等 •開催案内

－ 2022年10月27日
（令和4年10月27日）

1.１．シンクタンク等からのヒアリング
2.２．その他

•議事録 •資料等 •開催案内

－ 2022年10月21日
（令和4年10月21日）

1.１．今後の検討に当たっての論点について
2.２．その他

•議事録 •資料等 •開催案内

－ 2022年10月12日
（令和4年10月12日）

1.１．これまでの意見及び論点案について
2.２．その他

•議事録 •資料等 •開催案内

－ 2022年9月29日
（令和4年9月29日）

1.１．業界の現状と課題に係る関係団体等ヒアリング
2.２．その他

•議事録 •資料等 •開催案内

－ 2022年9月22日
（令和4年9月22日）

1.１．業界の現状と課題に係る関係団体ヒアリング
2.２．その他

•議事録 •資料等 •開催案内

－ 2022年8月31日
（令和4年8月31日）

1.１．医薬品業界の現状と課題等
2.２．その他

•議事録 •資料等 •開催案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31078.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31056.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30261.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30207.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30206.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29687.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29619.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29441.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28818.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28776.html
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28720.html
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28142.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28099.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28195.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27702.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27567.html




医薬品の安定供給の
課題

後発医薬品の供給不安

後発医薬品企業の産業構造やビジネスモデル







パート２
後発医薬品のあるべき
ビジネスモデル





数量ベースで
47％（2019年）

金額ベースで
16％（2019年）



2009年→2021年
225→190



主に後発品
を扱う企業

主に後発品
を扱う企業







101
～500品目







パート３
後発医薬品企業の課題

①後発医薬品の品質不祥事

②企業数・品目数の過多と低収益構造

③共同開発

④後発品の低収益性

⑤後発医薬品企業の製造能力

⑥オーソライズド・ジェネリック

⑦サプライチェーンの強靭化



①後発医薬品の
品質不祥事

















②企業数・品目数の過多
と低収益構造











③共同開発問題

















④後発品の低収益性























⑤後発医薬品企業の
製造能力











⑥オーソライズド
ジェネリック問題













⑦サプライチェーン
の強靭化



供給状況の見え
る化と情報共有









パート４
今後の対応







パート５
構成員の

デイスカッション



構成員のデイスカッション

•香取構成員
• 後発品の比率が80%に到達しているということを考えると、
全体として、少なくとも後発品に関する様々な産業政策、医
薬品政策については、新しいステージ、次のステージに行か
ないといけないのではないか？

• 特定の分野で先発、後発に関わらず特化している企業もある
し、受託メーカーもある。あるいは非常に大手で幅広く後発
品全体を扱っているなど、ある程度そういった企業の形式に
よって、ここは後発品の産業の育成の考え方というのを考え
た方がいいのではないか。

• 安定供給のことを考えれば、諸外国のように必要なボリュー
ムが確保できるだけの企業数、あるいは総量が確保でき安定
供給できるような体制のなかで適正な競争が起こることで言
えば、企業数を一定程度コントロールするというのがあって
もいいような気がする。



構成員のデイスカッション

•香取構成員
• 患者の立場からすれば、ＡＧの降圧薬とその他の後発品があると
なれば、品質が高いと思われるAGの方を選択する。ある意味当た
り

• 事務局の資料でも価格ではなくて価格以外の品質での競争を促す
と言っているのであれば、AGが選択されてある意味当然で、市場
で選択されるのであれば価格が高くなってもおかしくない。

• AGに関しては価格の高止まりという薬価政策上の問題があると言
われていますが、むしろＡＧの何が問題なのか？



構成員のデイスカッション

•坂巻構成員
• AGに関していえば、実は価格に関して私個人でデータ分析し
たところ、やっぱり価格高止まりする傾向がある。

• 品質に対して評価しているから市場がそういう値段をつけて
いるんだっていうご意見もあろうかと思う。

• やっぱり医療費高騰効果が上がるってこともあるし、何より
もジェネリック医薬品全体におけるその健全な供給を阻害し
てるっていうことに問題があるんだろうというふうに思って
いる。



構成員のデイスカッション

•坂巻構成員
• 共同開発ですが、おそらく皆さん方がイメージしているのは共同開
発ができるようになって質の悪い中小企業がどんどんジェネリック
業界に参入してきたからけしからんというふうな話をされているよ
うに私は印象を持つ。

• しかし、実はどちらか小さいところは共同開発以前からあって、共
同開発に参入してきたのはむしろ新薬メーカーだ

• ＧＥメーカーからのヒアリングでもありましたけども、新薬メー
カーはジェネリックを作れないのです。同じ体内動態のものを作る
というのは、実は技術力がないと作れないのです。

• ある意味リバースエンジニアリングですよ。だから、（ヒアリング
したような）会社に頼んで作ってもらって、それが認められたから
参入してきた。実は共同開発はそちらが多いです。



構成員のデイスカッション

•坂巻構成員
• それから多品種少量生産が何で問題なのかっていうことについても
ちょっと違う。そもそも多品種少量生産は医薬品以外でも一般的に
なっている。

• 医薬品に限定して言えば、例えばグローバルのジェネリックメー
カーは、大手であれば成分数で1000品目ぐらい作っている。包装数
で恐らく1万ぐらい。量としても日本市場と同じ1000億錠位。

• 海外のジェネリックメーカーは多品種で大量生産だ。

• 問題は、こういった多品種の製品について、正しい製造工程管理が
できているかどうか。これはできていると私は思う。

• むしろできていないのは少量しか作っていない、いい加減な会社で
すよ。そういった会社をどう淘汰するか。あわせて多品種少量生産
をやめるなら、どういうものをやめるのか。

• 例えば、売上げが小さく、コストが高いようなオーファンドラッグ
のジェネリックはやらなくていいという産業政策を日本がとるのか。
ちょっと変な話になるのではないかと思う。



構成員のデイスカッション

• 成川構成員
• 新薬創出加算の議論の時に企業要件はいらないのではと意見を申し上げ
た。むしろその価値で判断すべきじゃないかと申し上げた

• ジェネリックについては別の意見を持っていて、逆にジェネリック企業
の評価というか、品質の確保、安定供給についてしっかり体制を作って
いる企業に対し、何か報いるような制度ができたらいいのかなというふ
うに考えている。

• 共同開発については、私の記憶では、元々共同開発は新薬に昔から認め
られていた。後発品についてはそれが認められなかったのだが、薬機法
改正で製造委託が全面的にできるようになり、当時の規制改革の後押し
もあって、後発品にも共同開発を拡大したと理解をしている。

• ただ、それによって見かけ上、銘柄数が増え、卸とのヒアリングでもか
なり在庫管理とか負荷をかけているということも事実だと思う。

• なにか歯止めをかける必要があるのかなというふうに思っている。一つ
は、やはり共同開発をすると開発経費が低減されるわけだから、薬価の
初期の価格を別にルール化するみたいなこともあっていいのかなという
ふうには思っている。



構成員のデイスカッション

•小黒構成員
• （出荷停止、限定出荷）があったときにどうやってコントロールす
るか。要するに、例えばある製品を10社ぐらいが作っているときに
10社全部やろうと思うと、経済学的なロジックで考えるとゲーム論
みたいな感じになって、お互いに見合いながら戦略行動すると思う

• ちょっと見方を変えれば先ほどの局長通知みたいなものをグルーピ
ングして、各社そこに入ってくださいと。そこをレギュレーション
した後は、自由にやってくださいっていう形にすれば、厚生労働省
もやりやすいと思う。



構成員のデイスカッション

•香取構成員
• 今の小黒先生の話ですけど、そもそも薬価つけるときに類似薬効で
やっている。類似でやるということは、そこは言ってみればその同
じ薬効群の中で一つのグルーピングというか代替可能な医薬品だか
らこそ、そういう価格設定するわけだ

• かつ、その後発品は基本的にそのグループで同じ薬価がついている
はずだ。そうすると少なくとも、その市場が共通の薬が何かってい
うのは、これは医政局でなく保険局のことだけれども、そういう考
え方でグルーピングするということはやっているわけだから、とす
れば、代替需要のある部分については一定のグルーピングはおそら
く可能だ。



構成員のデイスカッション

•坂巻構成員
• サプライチェーンの強靱化っていうのはやっぱり考えていかなきゃ
いけない。国際的な状況を見ますと、例えばヨーロッパであれば、
2020年の11月に欧州医薬品戦略っていうものが公開されている。

• これは全部で４つ大きなポイントある。その一つが危機への備えと
対応メカニズムの強化、安全なサプライチェーンの構築、医薬品不
足の対応が入っている。

• これをベースにして医薬品の安定供給に関する構造対話がいま行わ
れているが、この中で堅牢なサプライチェーンの定義、それから必
須医薬品の特定とEU域内での製造能力の把握、脆弱性の原因の分析、
技術革新について議論されている。

• こういった海外の議論を比べてみると、いかにも今のその日本のお
かれている状況が、もちろん企業のジェネリック医薬品の不祥事と
いうレベルの低いところからスタートしてはいるのですけども、も
う少し先のグローバルな医薬品の安定供給とサプライチェーンの強
靱化といったところで議論をしていかないと、もう周回遅れの議論
を続けるのかと思っている。



構成員のデイスカッション

• 菅原構成員
• 後発品のビジネスモデルをどのように考えるか。二つの大きな目標は低
価格で安定的にということをいかに両立させるかという非常に難しい方
程式を解くのだと考えている。

• 先ほどのヒアリングの中にもあったが、低価格というところの部分に関
しては、製造コストの低減というところが恐らく一つのポイントになっ
ていて、その話の中で生産ロットのスケールがやはり大きくなればかな
りの効率化が図れて製造コストの低減が図れる。

共同開発に関しても、これは企業側からしてみると費用低減の一つの大
きなファクターになっているということだと思う。製造コストの低減を
図るためにどうすればいいかっていうところですが、やはり一定の企業
要件で再編を促すというのは必要ではないか。というのは市場のメカニ
ズムに任せていくってこと私も基本的な線だと思うが、これまでの後発
医薬品の市場構造をみると、ここ10年、20年というスパンの中で同じよ
うな議論がされてきたわけですけど、なかなか数が再編されていくとい
う流れにはつながっていないように思える。



構成員のデイスカッション

•菅原構成員
• 井上構成員の指摘にもあったように、やはりドラス
ティックに再編していくためには短期間で促すため
の何らかの呼び水的な仕組みは必要だ。そういった
意味では参入時の供給義務の長期化だとか、ある一
定程度の供給義務のハードルを考え直して上げてい
く、そのことによって、そこから退出していただく
というような仕掛けがそろそろ必要ではないかとい
うふうにも考えている。

• もちろんそこのハードルを超えていけるものに関し
ては何らかのインセンティブを考える。これは時限
的かもしれないが、そういう議論があってもいいの
かなというふうに思っている。



構成員のデイスカッション
• 菅原構成員

• もう一方の安定的にというところの一つのポイントは、企業側からする
と一定の収益がある程度予見性を持って確保できるという点に尽きるの
ではないか。

• そういった意味では先ほど小黒構成員や香取構成員からありましたけど
も、城審議官の話の中で、ジェネリックの市場というのは置き換え市場
だから、ある意味ではある程度、市場規模というのが予見できるという
のは、やはり先発品と違うところだ

• ある程度予見可能な市場規模、一定の必要量を手元である程度わかると
すれば、あとは各領域別の製造のコスト構造ですよね。先ほどヒアリン
グの中ではありましたけども、かなり各社が自分たちの製造コストの状
況については当然わかっていますから、市場規模と製造コストがどのぐ
らいのロッドになっていけばどれぐらい原価が落ちてくるのかってこと
がある程度把握できれば、産業組織論的に言えばある程度市場の中にあ
るべき適正な企業数、最も国民的に見てですね、安い値段で安定的に供
給できるような適正数っていうのがある程度見えてくる

• その後に考えるべきことは、放っておけば、これまでの単品単価、総価
の調整役になってしまっている後発医薬品のあり方を考え、一方で直し
ていかなきゃいけない流通の問題であるわけですけれども、バイイング
パワーが相当強いがわけですから、これをすぐに直すことが難しいかな
ということを織り込めば、ある一定の診療報酬改定、つまり薬価改定の
後には、その薬価改定から除外をするというような考え方、あるいはあ
る一定回数が終わった後はレートベース方式といいますか、あるいはそ
の原価を基に、ある一定の原価にプラスアルファの利益率をそこにオン
して安定供給を促していくという考え方があってもいいのではないかな
というふうに思った。以上でございます。



構成員のデイスカッション

•坂巻構成員
• 特許が切れて先発品が撤退した場合に情報の移譲をどうするのかと
いう話がございました。実際にこのことはもう既に起きているわけ
ですけども、正直言ってうまくいってない

• おそらく2024年度でしょうかG1ルールの前倒しで撤退する品目が23
品目と言われていますけども、かなりの数が撤回する中で、情報の
一部がどうなるかっていうことについて現状ではうまく行っていな
いのが私事実だと思っている

• これに関してはその情報の移譲に関するガイドラインですね。早急
にそういった議論をスタートするべきではないかと思う。



まとめと提言

・後発医薬品は80％の目標後は、品質、安定供給の
新たなステージに向かうべき。

・後発医薬品は供給量のわくが新薬の供給量の
わく以上にはならないことから、供給量の予見が
できる。供給量のわくからおのずから
必要な製造企業の数も決まるのではないか

・後発品の上市ハードルを上げることで、
銘柄数をコントロールすることもありうる。



•武藤正樹著

•なぜ、コロナでかかり
つけ医がクローズアッ
プされたのか？

•なぜ、いまかかりつけ
医制度が必要なのか

•発売日：2022/09/22

•出版社：ぱる出版

• ISBN：978-4-8272-1360-
7

こコロナで変わる
「かかりつけ医」制度

https://honto.jp/netstore/search/pb_9000039177.html


ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで内科外来（月・木）、老健、在宅クリニック（金）を
担当しています。患者さんをご紹介ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp


Dr武藤のミニ動画㊱

2024年同時改定のポイント①

衣笠病院グループ
相談役 武藤正樹
よこすか地域包括推進センター長



社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】
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本館

東館

健康管理センター

衣笠病院
教会

■併設施設 老健（衣笠ろうけん）、特養（衣笠ホーム）、訪問診療クリニック 、訪問看護ステーション
通所介護事業所など
■ グループ職員数750名



葉山

横須賀

鎌倉

横浜
小田原

三浦

江の島

浦賀

富士山

箱根

港南台

衣笠病院グループ

衣笠ホーム

長瀬
ケアセンター

逗子

衣笠城址
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パート１
2024年同時改定のポイント

中医協総会（2023年1月18日）



同時改定のポイント
• ポイント１

• ポスト2025年を見据えた診療報酬、介護報酬の同時改定であること

• ポイント２
• 2025年に向けて地域医療構想の取り組みを進めるとともに、「ポスト

2025年の医療・介護提供体制の姿」を目指すこと

• ポイント３
• 第8次医療計画の5疾患・6事業（新興感染症対応が追加）の開始年であ
ること

• ポイント４
• 医師の働き方改革として2024年4月に医師の労働時間上限規制等が設け
られること

• ポイント５
• 医療DXの実現に向けて医療DX推進本部で議論が進められていること

• ポイント６
• 「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討
会」の議論が取りまとめられること

• ポイント７
• プログラム医療機器（SaMD）の評価体系を検証し、今後の在り方につい
て検討が求められていること





同時改定へ向けた意見交換会

• 診療報酬は中医協総会で審議

• 介護報酬は介護給付費分科会で審議

• 同時改定へ向けて両会の間で事前に意見交換を行う
• 1. 地域包括ケアのさらなる推進のための医療・介護・

障害サービスの連携
• 2. 高齢者施設・障害者施設等における医療
• 3. 認知症
• 4. リハビリテーション・口腔・栄養
• 5. 人生の最終段階における医療・介護
• 6. 訪問看護
• 7. 薬剤管理
• 8. その他



パート２
ポスト2025年・2040年が

キーワード



第１ゴール
2025年

第2ゴール
2040年

75歳以上

65～74歳

65歳以上

2025年問題
団塊世代
が75歳以上

2040年問題
団塊ジュニア
が65歳以上



・・・2040年

・・・2035年

・・・2030年

・・・2025年

・・・2020年

・・・2015年

・・・2010年

地域により
医療需要ピークの時期
が大きく異なる

出典：社会保障制度国民会議資料 （平成25年4月19日第9回
資料3－3 国際医療福祉大学高橋教授提出資料）

高齢化のピーク・医療需要総量のピーク
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中医協 総－２参考

２８.１２.１４より

2040年に高齢化のピークを
迎えるのは首都圏を始めと
した大都市圏、地方では
ピークを過ぎている
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減るのは65歳未満の
若い外来患者



GDP対比21.5％
140兆円

GDP対比23.8～24％

190兆円

120兆円



558万人減 1192万人減





でも、コロナで国の財政は
戦後最大ピンチ



歳出と税収の財政のワニの
あごがはずれた！

財務省資料より

60兆円の
補正予算
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2022年から
人口問題の
ワニの口が開く

団塊の世代の高齢化



2040年は人なし、
カネなし、借金あり時代



GDP成長率 30年間停滞するする日本



下落する日本の1人当たりGDP
2025年には30位代になる・・・



2025年から人口の高齢化と減
少が加速する,GDPも縮小する



下り坂の日本
医療介護の灯を

消すことのないように

防衛費増額

2040年



パート３
医師の働き方改革
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2024年惑星直列の工程表

医
師
偏
在

働
き
方
改
革

診療報酬介護報酬同時改定
同
時
改
定

同
時
改
定

同
時
改
定

診
療
報
酬
・
介
護
報
酬

診
療
報
酬
改
定

介
護
報
酬
改
定

診
療
報
酬
改
定

診
療
報
酬
改
定

介
護
報
酬
改
定

診
療
報
酬
改
定

診
療
報
酬
改
定

診
療
報
酬
改
定

介
護
報
酬
改
定
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医師の時間外労働時間の上限規定

• 超過重労働（上位１０％、２万人）の時間外労働短縮が最
優先事項
• 「時間外労働年1860時間」は３６協定でも超えられない上限

• 水準A（2024年度以降適用される水準）
• 勤務医に２０２４年度以降適用される水準
• 時間外労働年９６０時間以内・月１００時間未満

• 水準B（地域医療確保暫定特例）
• 地域医療確保暫定特例水準
• 時間外労働年1860時間以内・月１００時間未満

• 水準C（技能向上）
• 若手医師が短期間に集中的に行う技能向上のため

＊連続勤務時間制限２８時間、勤務間インターバル９時間

• 働き方改革を進めるためには、地域での医療連携、さらに
は医療機関の集約も必要



水準A

水準B

暫定特例水準
2035年度末までに解消

2023年度末までに
解消

2024年度以降適用される
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2019年度勤務医不足と医師の働き方に関するアンケート調査（日本病院会 2019年10月）120



外来や宿日直
を派遣医師に
頼っている
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働き方改革で
地域医療崩壊？



2022年11月



B水準超え





2022年7月

2024年4月

B水準超
69人

B水準超
1095人





宿日直許可（管理当直の配置）
• 労基法41条の宿日直勤務

• 仕事の終了から翌日の仕事の開始までの時間や休日について、原則として通
常の労働は行わず、労働者を事業場で待機させ、電話の対応、火災等の予防
のための巡視、非常事態発生時の連絡等に当たらせるもの

• 寝当直



宿日直許可を得
ていない病院へ
の派遣はお断り









2022年診療報酬改定と
働き方改革

（1）地域医療体制確保加算の見直し

（2）医療従事者の労働環境改善等

（3）タスクシフティング・タスクシェアリング
（4）ICT利活用など







100点
アップ





2024年診療報酬改定と
働き方改革ポイント

地域医療体制確保加算の適応拡大

特例B水準超え医療機関に対する減算導入？

タスクシフト・シェアリングに対するさらなる評価

勤務環境改善に資するデジタル化評価



パート４
医療DX

DX：Digital Transformation



デジタル化を通じた

変革であること



激しい流れの河の
対岸に渡る

カイゼンで
はない！



コロナでデジタル敗戦

コロナ接触アプリ（COCOA）は結局運用中止

新型コロナウイルス感染者等情報把握・

管理システム（HER-SYS）も入力作業が大変で
ため息しかでない・・・



DXは闇の中から
生まれてくる・・・

ポイント①マイナンバー制度の導入
ポイント②オンライン資格確認制度
ポイント③全国で医療情報を確認できる仕組み
ポイント④電子処方せんスタート



ポイント①
マイナンバーカード

マイナンバーは医療介護DXの一丁目一番地



2016年マイナンバー
制度導入

「行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律」が成立

2016年1月より社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）
が導入された



マイナンバーカードの普及率
2022年12月

55％



マイナンバー導入に
失敗した英独仏

• 英国
• 第二次世界大戦中の1939年に国民登録法に基づき、身分証明
書として利用できる国民共通番号が導入された。

• しかし戦後、個人の身元を証明する行為は強制されるべきで
ないとして53年に国民登録法は廃止される。

• ドイツ
• 1970年代に行政事務の効率化のために横断的な国民番号制を
導入しようとした。

• しかし国民のプライバシー侵害の反対にあい、実現できな
かった。

• さらに83年に汎用的な国民番号は違憲であるとの判決までも
出て、マイナンバーは導入されていない。

• フランス
• 1970年代に、すでに導入されていた社会保障番号をもとにマ
イナンバーを導入しようとした。

• しかしやはり国民の反対によりマイナンバーを撤回した。



マイナンバーは消えた年金記録
問題のおかげで導入できた

英独仏ではマイナンバーは国民のプライバシー
侵害の反対で導入されていない

それぞれの年金が別の
番号で管理されていて
起きた「消えた年金記
録問題」（2007年）。
国民共通番号の必要性
が明らかになった



マイナン
バーカード
の事前申し
込みが必要





ポイント②
マイナンバーカードによる
オンライン資格確認制度



保険資格の確認
をマイナンバー
カードで行う





牧島かれん
大臣も試し
てみました











ポイント③
全国で医療情報を
確認できる仕組み



本人の閲覧同意が
あれば、

全国で医療情報を
確認できる仕組み











医療情報・システム基盤
整備体制充実加算

オンライン資格確認を導入している医療機関や
保険薬局において、患者に係る十分な情報を活
用して調剤を実施すること等を評価する



2022年4月より
～マイナンバーを使うと高くなる！～



2022年10月より変更



2023年4月～12月末
紙の保険証を使うとさらに高くする









ポイント④
電子処方せんスタート

電子処方せん議論は10年以上も前から、でも一向に実現しない
これがデジタル後進国日本の現状！



エストニアの電子処方せん

•エストニア（人口130万人）ではほぼ100％の電
子処方せんが普及

•エストニアで普及した5つのポイント
• ① 国のデジタル戦略・医療戦略・eヘルス戦略に基
づく取組みであること

• ② 導入・運営の主体がeヘルス財団に統一されてい
ること

• ③ 医療機関に医療データの登録が義務付けられてい
ること

• ④ 公的医療保険における初期医療の仕組みが制度化
されていること

• ⑤ 個人番号制度を基礎とした情報連携の仕組みが確
立していること



エストニア e-ガバメントの歴史





健康・医療・介護情報の利活用に関する検討会
座長森田朗（津田塾大教授）2020年3月



電子処方箋管理サービスは支払基金、
国保中央会のサーバを使用する

健康・医療・介護情報の利活用に関する検討会資料（2020年11月9日）

レセプトデータを用いているので
1.5か月のタイムラグがある



2022年10月31
日からモデル

事業



重複投与チェック例
15万件のうち8千件、
5，2％の重複投与例





電子処方せん開始
2023年1月26日

2023年1月現在 全国172施設

薬局162か所、医科診療所10か所

2024年診療
報酬改定で
電子処方せ
んの新点数
に注目



まとめと提言

・2024年改定は医療計画、介護保険事業支援計画、

働き方改革、医療費適正化計画など惑星直列
改定の年
・改定キーワードはポスト25年と2040年
・マイナンバーとオンライン資格確認制度の活用
・全国で医療情報を確認できる仕組みや
電子処方せんが始まる



•武藤正樹著

•なぜ、コロナでかかり
つけ医がクローズアッ
プされたのか？

•なぜ、いまかかりつけ
医制度が必要なのか

•発売日：2022/09/22

•出版社：ぱる出版

• ISBN：978-4-8272-1360-
7

こコロナで変わる
「かかりつけ医」制度

https://honto.jp/netstore/search/pb_9000039177.html


ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで内科外来（月・木）、老健、在宅クリニック（金）を
担当しています。患者さんをご紹介ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp
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